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循環型社会形成推進基本法（平成十二年六月二日法律第百十号 （抄））

（事業者の責務）
、 、 、第十一条 事業者は 基本原則にのっとり その事業活動を行うに際しては

原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必

要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源と
なった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくは

これについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又
は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に

処分する責務を有する。
２ 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、そ

の事業活動を行うに際しては、当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理

の実施体制の充実その他の当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制
するために必要な措置を講ずるとともに、当該製品、容器等の設計の工夫

及び材質又は成分の表示その他の当該製品、容器等が循環資源となったも
のについて適正に循環的な利用が行われることを促進し、及びその適正な

処分が困難とならないようにするために必要な措置を講ずる責務を有す
る。

３ 前項に定めるもののほか 製品 容器等であって これが循環資源となっ、 、 、

た場合におけるその循環的な利用を適正かつ円滑に行うためには国、地方
公共団体、事業者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要で

、 、 、 、あるとともに 当該製品 容器等に係る設計及び原材料の選択 当該製品
容器等が循環資源となったものの収集等の観点からその事業者の果たすべ

き役割が循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものに
ついては、当該製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則に

のっとり、当該分担すべき役割として、自ら、当該製品、容器等が循環資

源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正に
循環的な利用を行う責務を有する。

４ 循環資源であって、その循環的な利用を行うことが技術的及び経済的に
可能であり、かつ、その循環的な利用が促進されることが循環型社会の形

成を推進する上で重要であると認められるものについては、当該循環資源
の循環的な利用を行うことができる事業者は、基本原則にのっとり、その

事業活動を行うに際しては、これについて適正に循環的な利用を行う責務
を有する。

５ 前各項に定めるもののほか、事業者は、基本原則にのっとり、その事業

活動に際しては、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら
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努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関す
る施策に協力する責務を有する。

（循環資源の適正な循環的な利用及び処分のための措置）

第十八条 国は、事業者が、その事業活動に際して、当該事業活動において
発生した循環資源について自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれ

について適正に循環的な利用が行われることを促進し、又は循環的な利用

が行われない当該循環資源について自らの責任において適正に処分するよ
う、規制その他の必要な措置を講ずるものとする。

２ 国は、国民が、その使用に係る製品等が循環資源となったものが分別し
て回収されることに協力すること、当該循環資源に係る次項に規定する引

取り及び引渡し並びに循環的な利用の適正かつ円滑な実施に協力すること
等により当該循環資源について適正に循環的な利用及び処分が行われるこ

とを促進するよう、必要な措置を講ずるものとする。

３ 国は、製品、容器等が循環資源となった場合におけるその循環的な利用
が適正かつ円滑に行われることを促進するため、当該循環資源の処分の技

術上の困難性、循環的な利用の可能性等を勘案し、国、地方公共団体、事
業者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要であり、かつ、

当該製品、容器等に係る設計及び原材料の選択、当該製品、容器等が循環
資源となったものの収集等の観点からその事業者の果たすべき役割が循環

型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものについて、当該

製品、容器等の製造、販売等を行う事業者が、当該製品、容器等が循環資
源となったものの引取りを行い、若しくは当該引取りに係る循環資源の引

渡しを行い、又は当該引取りに係る循環資源について適正に循環的な利用
を行うよう、必要な措置を講ずるものとする。

４ 国は、循環資源であってその循環的な利用を行うことが技術的及び経済
的に可能であり、かつ、その循環的な利用が促進されることが循環型社会

の形成を推進する上で重要であると認められるものについて、その事業活

動を行うに際して当該循環資源の循環的な利用を行うことができる事業者
がこれについて適正に循環的な利用を行うよう、規制その他の必要な措置

を講ずるものとする。

（製品、容器等に関する事前評価の促進等）
第二十条 国は、循環資源の循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の程

度を勘案して、事業者が、物の製造、加工又は販売その他の事業活動に際
して、その事業活動に係る製品、容器等に関し、あらかじめ次に掲げる事

項について自ら評価を行い、その結果に基づき、当該製品、容器等に係る

環境への負荷を低減するための各種の工夫をすることにより、当該製品、
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容器等が廃棄物等となることが抑制され、当該製品、容器等が循環資源と
なった場合におけるその循環的な利用が促進され、並びにその循環的な利

用及び処分に伴う環境への負荷の低減が図られるよう、技術的支援その他
の必要な措置を講ずるものとする。

一 その事業活動に係る製品、容器等の耐久性に関すること。
二 その事業活動に係る製品、容器等が循環資源となった場合におけるそ

の循環的な利用及び処分の困難性に関すること。

三 その事業活動に係る製品、容器等が循環資源となった場合におけるそ
の重量又は体積に関すること。

四 その事業活動に係る製品 容器等に含まれる人の健康又は生活環境 人、 （
の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植

物及びその生育環境を含む ）に係る被害が生ずるおそれがある物質の。
種類及び量その他当該製品、容器等が循環資源となった場合におけるそ

の処分に伴う環境への負荷の程度に関すること。

２ 国は、事業者が、その事業活動に係る製品、容器等が廃棄物等となるこ
とが抑制され、又は当該製品、容器等が循環資源となった場合においてこ

れについて適正に循環的な利用及び処分が行われるために必要なその材質
又は成分、その処分の方法その他の情報を、その循環的な利用及び処分を

行う事業者、国民等に提供するよう、規制その他の必要な措置を講ずるも
のとする。


